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１ はじめに
　前回のセミナーでは、民法（債権関係）が２０２０年４月１
日から改正されるとして、その概要を説明しました。今回
は、約２００項目と多岐にわたる改正項目の中から、注目度
ナンバーワンといわれている「保証人の保護」について、
公証人に係わる部分を中心に説明します。

２ どのような改正か
　「保証人の保護」とタイトルにあるように、改正の内容は
保証人の保護に尽きますが、例えば、「人との付き合いの
中で、取引先の社長から事業の資金繰りで金融機関から
お金を借りるために、連帯保証人になってくれと頼まれ
た」ということもそう珍しいことではないと思います。
　付き合いで連帯保証人になったとしても、債務者（実際
にお金を借りた人）が借金を返済しないと、連帯保証人は
その借金の返済を全額肩代わりしなければなりません。
社長の会社の財務状況を知らずに引き受け、この会社の
返済が行き詰まると、多額の負担を背負う可能性がありま
す。過去には、返済ができず、連帯保証人に迷惑をかけら
れないとして自殺した債務者もいました。
　こうした悲劇を避けるためには、もともと事業用の資金
繰りにこの保証を原則禁止すればいいとの考えもありま
す。現に、行政面では、金融庁から金融機関の融資のあ
り方として、なるべく保証に頼らないようにとの指針も出て
いるとのことです。
　しかし、他方で、これに対して、お金を借りる側である中
小企業側からは、資金調達に支障が生ずるとの反対意

見が表明されています。ですので、完全に保証を禁止す
ることは困難であることを前提に、法改正が議論されまし
た。その結果、改正法では連帯保証人になるために、新た
に次の条件が加えられました。

①公証人による公正証書の作成（保証意思宣明公正証書）
　連帯保証人になろうという人は（保証契約成立時に）、
事前に公証人に会って意思の確認を受けることが義務
づけられました。公証人が内容を確認し、連帯保証人が
署名して公証人が公正証書を作成するものです。このこ
とが適用されるためには、お金を借りる内容が事業のため
の債務であることが必要です。
②営業者保証の除外
　ただし、上記の公正証書作成義務は、経営者について
は除かれます。なぜなら、自分が経営する会社の債務に
ついて経営者自身が責任を負わなくてよいとなると、放漫
な経営をしかねず、経営者保証は認めるべきだとされてい
るからです。
③保証委託時の情報提供義務
　また、債務者が連帯保証人となることを依頼する際に
は、債務者に情報提供義務を課して、保証を頼まれた人
が正しい判断ができるようにするルールも導入されました。
保証人がリスクの予測を立てたうえで、保証契約を締結す
るかどうかを判断できるようにするため、個人に対して保証
を委託するときに、債務者は、その財産及び収支の状況
等の情報を提供しなければならないこととされました。

　社会保険労務士会・磐田支部では、西
は磐田市から東は御前崎市までの広範囲
にわたり、会員各自の専門分野にて出前講
座をしておりますので、ご活用ください。

【内容】
　①労働基準法や雇用保険・労災保険
　②就業規則
　③厚生労働省の各種助成金
　④社員教育、能力開発
　⑤年金と雇用保険の調整
　⑥賃金制度　
　⑦新規開業への助言
　⑧安全衛生管理
　⑨接客マニュアル
　⑩新入社員研修
　その他人事労務に関する事項

【連絡先】出前講座制度責任者   植野 光作
　　　　TEL．０５３８-５５-５９２５

袋井公証役場　公証人  
名取 治二

住所：袋井市新屋1-2-1 袋井商工会議所2階
電話番号：0538-42-8412
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民法（債権関係）改正（2）
「保証人の保護－公証人による保証意思確認－」


